くらしの情報　暮らしを豊かにする情報が見つかる！

大崎市こども計画（中間案）に対する意見を募集します
問い合わせ　子育て支援課児童福祉担当　電話23-6045 ファクス24-2112

市では、子どもや若者、子育てに関する施策を総合的・計画的に推進するため「大崎市こども計画」の策定を進めています。皆さんからの意見を募集します。
■計画の公表方法
❶市ウェブサイトでの閲覧
❷窓口での閲覧
▶市政情報センター（市役所本庁舎1階）
▶市政情報コーナー（各総合支所地域振興課内）
▶子育て支援課（市役所本庁舎2階 北側）
■対象
　市民または市内に通勤・通学している人、市内に事業所を有する個人または法人
■意見の提出期間
　11月20日（水曜日）～12月16日（月曜日）
■意見の書き方
　次の内容を記入してください。
　また、匿名の問い合わせや電話での意見には応じられません。
❶計画案に対する意見
❷氏名または事業所名称
➌住所または事業所所在地
❹連絡先（電話番号・Ｅメールアドレス）
■提出方法
❶持参の場合
　月～金曜日 8時30分～17時15分
　子育て支援課または各総合支所地域振興課に持参
❷郵送の場合
　郵便番号989-6188
　大崎市古川七日町1番1号
　子育て支援課に郵送（12月16日（月曜日）消印有効）
➌ファクスの場合
　子育て支援課に送信
❹Ｅメールの場合
　子育て支援課(kosodate@city.osaki.miyagi.jp)へ送信
❺市ウェブサイトの応募フォームの場合
　二次元コードを読み取り、意見を入力
※応募フォームの開設期間は、提出期間と同様です。

骨髄移植などで免疫が失われた人への予防接種再接種費用の一部を助成します
問い合わせ　健康推進課保健・地域医療担当　電話23-2215

骨髄移植などにより、定期予防接種で得た免疫を失ったことで予防接種の再接種が必要な場合の費用の一部を助成します。
■対象者
　次の全てを満たす市民
❶骨髄移植などにより免疫を失い、過去に接種した定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された人
❷再接種を受ける日において、20歳未満であること
■対象となる予防接種
▶B型肝炎
▶ヒブ
▶小児の肺炎球菌感染症
▶5種混合
▶4種混合
▶2種混合
▶麻しん風しん
▶水痘
▶日本脳炎
▶ヒトパピローマウイルス感染症（HPV）
■助成金額
　再接種に要した費用
※医師の意見書の作成にかかる費用などは対象外です。また、助成金額には支給限度額があります。
■申込方法
　健康推進課(市役所本庁舎1階)および各総合支所市民福祉課で配布している申請書および医師の意見書（市ウェブサイトからダウンロード可）に、次の必要書類を添えて、健康推進課に持参
❶母子健康手帳、骨髄移植などを受ける前に接種した定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
❷再接種した際の領収書
➌再接種の予防接種済証
❹再接種日、予防接種の種類、接種医療機関が確認できる書類
❺申請者の本人確認書類
❻振込先の通帳の写し
※助成の申請は、再接種を受けた日の翌日から１年以内に行ってください。


令和7・8年度入札参加資格審査申請を受け付けます
問い合わせ　財政課入札契約担当　電話23-5177

令和7・8年度に大崎市などの競争入札に参加するためには、入札参加登録簿への登録が必要です。
　資格の登録を希望する人は、入札参加業者登録申請書を提出してください。
■申請期間
　12月16日（月曜日）～令和7年1月17日（金曜日）
※土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。
■申請資格
　令和7・8年度に大崎市（上水道事業、下水道事業、病院事業および大崎地域広域行政事務組合を含む）が発注する工事または製造の請負契約、物品調達等の契約および設計・測量・調査などの委託契約に係る競争入札への参加を希望する人
■申請方法
　市ウェブサイトからダウンロードした申請書類一式を、申請要領や各種記入例を参考に作成し、財政課入札契約担当(市役所本庁舎4階北側)へ郵送または持参により提出（一部の書類については電子データによる提出が必要です）
■申請手数料
　無料
■郵送先
　郵便番号989‐6188
　大崎市古川七日町1番1号
　財政課入札契約担当に郵送(令和7年1月17日(金曜日)　必着)
■その他
　審査結果は、2月中旬以降に通知しますので、登録通知書の送付用として、返信用封筒（定型内長形3号に110円切手を貼付）に送付先を記入し、同封してください。なお、受理票などの発行を希望する場合は、返信用はがきを同封してください。
※返信用封筒の提出がない場合は、登録通知書の発送は行いません。
※詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。


給与支払報告書の作成準備は早めに行いましょう
問い合わせ　税務課市民税担当　電話23-2148

給与支払報告書の作成・提出
　給与の支払いを行う法人または個人は、令和６年中に従業員（事業専従者、アルバイト、パートを含む）に支払った給料・賃金・賞与などを基に、給与支払報告書を作成し、提出してください。
[bookmark: _GoBack]　期限内に提出がないと、市民税・県民税の課税を年度当初で行えず、従業員が1回当たりに納付する金額が増える可能性がありますので、速やかに提出してください。
※提出の際には、法人番号と従業員の個人番号の記載が必要です。全ての項目を記入してしてください。

■提出期限　
令和7年1月31日（金曜日）
■提出先　
令和7年1月1日現在における従業員の住民登録地の市区町村
※郵送の場合は、郵送する市区町村の担当部署を確認し、提出期限までに到着するように郵送してください。

による提出の推奨
　インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX)には、申告書の入力・計算誤りを防ぐチェック機能や一度で複数の地方公共団体に提出できる機能などがあります。
　詳しくは、地方税ポータルシステムのウェブサイトを確認してください。

昨年との変更点
　令和6年分給与支払報告書（源泉徴収票）については、定額減税の実施により記載方法の変更があります。詳しくは、国税庁のウェブサイトを確認してください。
